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自治体等の取組状況の評価のための調査 

調査概要 

（１）調査目的  

本調査は、健康日本 21（第二次）策定時及び中間評価時に設定された目標について、関連する

取組の状況を評価するとともに、次期健康づくり運動プラン策定に向け、健康増進に取り組む上での問

題や課題を明らかにすることを目的として実施した。 

 

（２）調査対象 

本調査は、全国の都道府県、市区町村、健康日本 21推進全国連絡協議会加入団体を対象と

して悉皆で実施した。 

 

表 1：自治体等の取組状況の評価のための調査 調査対象 

調査対象区分 調査対象数 

都道府県 47都道府県 

市区町村 1,741 市区町村 

健康日本21推進全国連絡協議会加入団体 

（令和３（2021）年６月時点） 
142 団体 

 

（３）調査対象期間 

本調査は、「健康日本 21（第二次）」が開始された平成 25（2013）年度から令和３

（2021）年７月末時点までの取組を調査対象として実施した。 

 

（４）調査実施期間 

本調査は、令和３（2021）年 8月～10月の期間に実施した。 

 

（５）回収結果 

本調査は、47 都道府県、1,371 市区町村（うち有効回答 1,369市区町村）、88団体から回

答を得た。 

 

表 2：自治体等の取組状況の評価のための調査 回収結果 

調査対象区分 回収数（率） 

都道府県（全 47都道府県） 47（100.0％） 

市区町村（全 1,741市区町村） 1,371（78.7％） 

うち有効回答 1,369（78.6％） 

健康日本21推進全国連絡協議会加入団体（全142 団体） 88（62.0％） 
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1 都道府県調査 

（１）健康増進計画の策定状況 

都道府県においては、令和３（2021）年７月末時点で全ての都道府県で健康増進計画が策定

されていた。なお、健康日本 21最終評価においても、全ての都道府県で健康増進計画が策定され

た。 

 

表 3：健康増進計画策定状況（都道府県） 

 策定数（割合） 

都道府県（全 47都道府県） 47（100.0％） 

出典：健康日本２１（第二次）分析評価事業（国立健康栄養研究所） 

 

表 4：自治体における健康増進計画策定状況（健康日本 21 最終評価） 

 策定数（割合） 

都道府県（全 47都道府県） 47（100.0％） 

市区町村（全 1,750市区町村）  

平成 18（2006）年 7月 1日時点 1,001（54％） 

平成 22（2010）年 12月 1日時点 1,333（76％） 

出典：「健康日本２１」最終評価（平成23年10月 健康日本２１評価作業チーム） 
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健康増進計画と一体的に作成した計画について、単独で作成したと回答した割合が 61.7％、次い

で医療計画と回答した割合が 31.9％、同じく歯科口腔保健推進計画と回答した割合が 31.9％であ

った。 

 

図 1：健康増進計画と一体的に作成した計画（都道府県） 

 

 

健康増進計画の策定と評価の状況について、健康増進計画の評価を行う体制があると回答した割

合は 100.0％（前回98％）、これまでに中間評価を行ったと回答した割合は 93.6％（前回

98％）、中間評価等の評価を踏まえ、計画の見直しを行ったのは 76.6％であった。 

また、健康増進施策を毎年（または定期的に）評価・分析して PDCA サイクルをまわす体制がある

と回答した割合は 87.2％であった。 
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図 2：健康増進計画の策定と評価の状況（都道府県） 

 
 

健康増進計画の策定・評価に用いているデータについて、健康・栄養調査（独自で実施）と回答し

た割合は 93.6％と最も大きく、次いで学校保健データと回答した割合が 91.5％、国民健康・栄養調

査の都道府県分、また特定健診データ（国保分以外※）と回答した割合が 87.2％であった。 

 

図 3：健康増進計画の策定・評価に用いているデータ（都道府県） 
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所得や教育、職業等、社会経済的要因による健康格差を把握していると回答した割合は 12.8％

であった。 

 

図 4：健康格差の把握（都道府県） 

 
 

 

なお、厚生労働省が令和 3年 8月に都道府県を対象に実施した調査によると、全ての都道府県が

管内市町村の健康に関する指標や生活習慣の状況の格差の実態を把握していると回答した。また、格

差の縮小に向けた対策について検討していると回答した都道府県は 89.4％、検討結果に基づき、格

差の縮小に向けた対策を実施していると回答した割合は 85.1％であった。 

 

図 5：参考 健康格差の把握と対応の状況（都道府県） 

出典：「健康日本 21（第二次）の目標項目設定に係る自治体の取組状況」調査（厚生労働省

健康局健康課）※令和2年度末の状況について回答。 
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また、同調査によると、都道府県が健康格差について把握している指標としては、自殺率と回答した

割合が 93.6％と最も多く、次いで歯・口腔の健康が 89.4％、平均寿命が 85.1％であった。 

 

図 6：参考 健康格差について把握している指標（都道府県） 

 

出典：「健康日本 21（第二次）の目標項目設定に係る自治体の取組状況」調査（厚生労働省

健康局健康課） 
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健康増進計画の策定と評価のための外部連携の状況について、計画の策定や目標項目の分析・評

価に当たって、大学の公衆衛生学教室等、有識者と連携したと回答した割合は 57.4％、計画の策定

や評価に当たって、民間企業等の外部委託を利用したと回答した割合は 14.9％であった。 

 

図 7：健康増進計画の策定と評価のための外部連携の状況（都道府県） 
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市区町村の計画策定に向けた支援の状況について、都道府県または保健所から市区町村へ技術

的援助を行ったと回答した割合は 83.0％であった。一方、市区町村を対象とした調査において、市区

町村が、都道府県または保健所から有用な支援があったと回答した割合は 41.9％であった。 

 

図 8：市区町村の計画策定に向けた支援の状況 
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（２）健康増進施策の取組状況 

健康増進の取組に対する推進体制について、庁内に部局横断的な組織体制があると回答した割合

は 61.7％（前回 32％）、施策に携わる職員や専門職等に対し健康増進に係る研修の機会を提供

したと回答した割合は 91.5％、職種間で連携を図るための会議等を定期的に実施していると回答した

割合は 97.9％であった。 

健康増進の取組に対し、関係団体、民間企業、住民組織が参加した協議会・連絡会等の体制が

あると回答した割合は 97.9％（前回 98％）、関係団体等と協働して、各種検診やイベント、広報活

動等を行ったと回答した割合は 100.0％であった。 

また、在住者ではなく、在勤者に対する健康増進施策を行っていると回答した割合は 91.5％であっ

た。 

 

図 9：健康増進の取組に対する推進体制（都道府県） 
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庁内で連携して施策を行った部門について、教育部門と回答した割合が 89.4％と最も大きく、次い

で医療部門と回答した割合が 80.9％、介護保険部門と回答した割合が 78.7％であった。 

 

図 10：庁内で連携して施策を行った部門（都道府県） 

 
 

計画策定において重要だと考えた項目（最大 10項目まで選択）について、健康寿命の延伸と回

答した割合が 89.4％と最も大きく、ついで適切な量と質の食事をとる者の増加と回答した割合が

61.7％、特定健康診査・特定保健指導の実施率の向上と回答した割合が 46.8％であった。 

  

80.9

78.7

68.1

89.4

70.2

31.9

68.1

51.1

19.1

6.4

0 20 40 60 80 100

医療部門

介護保険部門

福祉部門

教育部門

スポーツ部門

まちづくり部門

農林水産部門

経済・産業部門

その他

連携していない

(％)N=47



11 

 

図 11：計画策定において重要だと考えた項目（最大 10 項目まで）（都道府県） 
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②健康格差の縮小

主要な生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底

（1）がん

①75歳未満のがんの年齢調整死亡率の減少

②がん検診の受診率の向上

（2）循環器疾患

①脳血管疾患・虚血性心疾患の年齢調整死亡率の減少

②高血圧の改善

③脂質異常症の減少

④メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少

⑤特定健康診査・特定保健指導の実施率の向上

（3）糖尿病

①合併症の減少

②治療継続者の割合の増加

③血糖コントロール指標におけるコントロール不良者の割合の減少

④糖尿病有病者の増加の抑制

⑤メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少（再掲）

⑥特定健康診査・特定保健指導の実施率の向上（再掲）

（4）ＣＯＰＤ

①ＣＯＰＤの認知度の向上

社会生活を営むために必要な機能の維持・向上

（1）こころの健康

①自殺者の減少

②気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛を感じている者の割合の減少

③メンタルヘルスに関する措置を受けられる職場の割合の増加

④小児人口10 万人当たりの小児科医・児童精神科医師の割合の増加

（2）次世代の健康

①健康な生活習慣（栄養・食生活、運動）を有する子どもの割合の増加

②適正体重の子どもの増加

（3）高齢者の健康

①介護保険サービス利用者の増加の抑制

②認知機能低下ハイリスク高齢者の把握率の向上

③ロコモティブシンドロームを認知している国民の割合の増加

④低栄養傾向の高齢者の割合の増加の抑制

⑤足腰に痛みのある高齢者の割合の減少

⑥高齢者の社会参加の促進

健康を支え、守るための社会環境の整備

①地域のつながりの強化

②健康づくりを目的とした活動に主体的に関わっている国民の割合の増加

③健康づくりに関する活動に取り組み、自発的に情報発信を行う企業登録数の増加

④健康に関し身近で専門的な支援等が受けられる民間団体の活動拠点数の増加

⑤健康格差対策に取り組む自治体の増加

生活習慣及び社会環境の改善に関する目標

（1）栄養・食生活

①適正体重を維持している者の増加

②適切な量と質の食事をとる者の増加

③共食の増加

④食品中の食塩や脂肪の低減に取り組む食品企業及び飲食店の登録数の増加

⑤利用者に応じ食事の計画、栄養の評価・改善をする特定給食施設の割合の増加

（2）身体活動・運動

①日常生活における歩数の増加

②運動習慣者の割合の増加

③住民が運動しやすいまちづくり・環境整備に取り組む自治体数の増加

（3）休養

①睡眠による休養を十分とれていない者の割合の減少

②週労働時間60 時間以上の雇用者の割合の減少

（4）飲酒

①生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合の減少

②未成年者の飲酒をなくす

③妊娠中の飲酒をなくす

（5）喫煙

①成人の喫煙率の減少

②未成年者の喫煙をなくす

③妊娠中の喫煙をなくす

④受動喫煙の機会を有する者の割合の減少

（6）歯・口腔の健康

①口腔機能の維持・向上

②歯の喪失防止

③歯周病を有する者の割合の減少

④乳幼児・学齢期のう蝕のない者の増加

⑤過去１年間に歯科検診を受診した者の割合の増加

(％)N=47
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健康増進計画の目標として設定した項目について、全ての都道府県で目標設定された項目は、脳

血管疾患・虚血性心疾患の年齢調整死亡率の減少、適切な量と質の食事をとる者の増加、運動習

慣者の割合の増加の 3項目であった。 

このほか９割以上で設定された項目は、健康寿命の延伸と健康格差の縮小の実現については健康

寿命の延伸（95.7％）、主要な生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底についてはがん検診の

受診率の向上（97.9％）、メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少（97.9％）、特定

健康診査・特定保健指導の実施率の向上（97.9％）、（糖尿病の）合併症の減少

（93.6％）、社会生活を営むために必要な機能の維持・向上について自殺者の減少（91.5％）、

生活習慣及び社会環境の改善に関する目標について適正体重を維持している者の増加

（95.7％）、日常生活における歩数の増加（95.7％）、睡眠による休養を十分とれていない者の割

合の減少（97.9％）、生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合の減少（97.9％）、

成人の喫煙率の減少（97.9％）、歯の喪失防止（97.9％）、乳幼児・学齢期のう蝕のない者の増

加（97.9％）、過去１年間に歯科検診を受診した者の割合の増加（93.6％）であった。 
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図 12：健康増進計画の目標として設定した項目（都道府県） 
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健康寿命の延伸と健康格差の縮小の実現

①健康寿命の延伸

②健康格差の縮小

主要な生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底

（1）がん

①75歳未満のがんの年齢調整死亡率の減少

②がん検診の受診率の向上

（2）循環器疾患

①脳血管疾患・虚血性心疾患の年齢調整死亡率の減少

②高血圧の改善

③脂質異常症の減少

④メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少

⑤特定健康診査・特定保健指導の実施率の向上

（3）糖尿病

①合併症の減少

②治療継続者の割合の増加

③血糖コントロール指標におけるコントロール不良者の割合の減少

④糖尿病有病者の増加の抑制

⑤メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少（再掲）

⑥特定健康診査・特定保健指導の実施率の向上（再掲）

（4）ＣＯＰＤ

①ＣＯＰＤの認知度の向上

社会生活を営むために必要な機能の維持・向上

（1）こころの健康

①自殺者の減少

②気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛を感じている者の割合の減少

③メンタルヘルスに関する措置を受けられる職場の割合の増加

④小児人口10 万人当たりの小児科医・児童精神科医師の割合の増加

（2）次世代の健康

①健康な生活習慣（栄養・食生活、運動）を有する子どもの割合の増加

②適正体重の子どもの増加

（3）高齢者の健康

①介護保険サービス利用者の増加の抑制

②認知機能低下ハイリスク高齢者の把握率の向上

③ロコモティブシンドロームを認知している国民の割合の増加

④低栄養傾向の高齢者の割合の増加の抑制

⑤足腰に痛みのある高齢者の割合の減少

⑥高齢者の社会参加の促進

健康を支え、守るための社会環境の整備

①地域のつながりの強化

②健康づくりを目的とした活動に主体的に関わっている国民の割合の増加

③健康づくりに関する活動に取り組み、自発的に情報発信を行う企業登録数の増加

④健康に関し身近で専門的な支援等が受けられる民間団体の活動拠点数の増加

⑤健康格差対策に取り組む自治体の増加

生活習慣及び社会環境の改善に関する目標

（1）栄養・食生活

①適正体重を維持している者の増加

②適切な量と質の食事をとる者の増加

③共食の増加

④食品中の食塩や脂肪の低減に取り組む食品企業及び飲食店の登録数の増加

⑤利用者に応じ食事の計画、栄養の評価・改善をする特定給食施設の割合の増加

（2）身体活動・運動

①日常生活における歩数の増加

②運動習慣者の割合の増加

③住民が運動しやすいまちづくり・環境整備に取り組む自治体数の増加

（3）休養

①睡眠による休養を十分とれていない者の割合の減少

②週労働時間60 時間以上の雇用者の割合の減少

（4）飲酒

①生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合の減少

②未成年者の飲酒をなくす

③妊娠中の飲酒をなくす

（5）喫煙

①成人の喫煙率の減少

②未成年者の喫煙をなくす

③妊娠中の喫煙をなくす

④受動喫煙の機会を有する者の割合の減少

（6）歯・口腔の健康

①口腔機能の維持・向上

②歯の喪失防止

③歯周病を有する者の割合の減少

④乳幼児・学齢期のう蝕のない者の増加

⑤過去１年間に歯科検診を受診した者の割合の増加

(％)
N=47



14 

 

領域ごとの取組状況について、充実したと回答した割合が高かったのは、糖尿病（68.1％）、喫煙

（68.1％）循環器疾患（63.8％）、身体活動・運動（63.8％）、歯・口腔の健康

（63.8％）、栄養・食生活（61.7％）であった。 

一方、充実したと回答した割合が 5割を下回ったのは、COPD（25.5％）、休養（27.7％）、飲

酒（38.3％）、次世代の健康（40.4％）、健康を維持支え、守るための社会環境の整備

（40.4％）であった。 

 

図 13：領域ごとの取組状況（都道府県） 

 

 

目標項目ごとの取組状況について、各項目を目標に設定した都道府県のうち、充実したと回答した

割合が高かったのは、受動喫煙の機会を有する者の割合の減少（83.3％）、（糖尿病の）合併症

の減少（81.8％）、日常生活における歩数の増加（75.6％）であった。 

一方、充実したと回答した割合が３割を下回ったのは、健康格差対策に取り組む自治体の増加

（18.8％）であった。 
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健康寿命の延伸と健康格差の縮小の実現

主要な生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底

（1）がん

（2）循環器疾患

（3）糖尿病

（4）ＣＯＰＤ

社会生活を営むために必要な機能の維持・向上

（1）こころの健康

（2）次世代の健康

（3）高齢者の健康

健康を支え、守るための社会環境の整備

健康を支え、守るための社会環境の整備

生活習慣及び社会環境の改善に関する目標

（1）栄養・食生活

（2）身体活動・運動

（3）休養

（4）飲酒

（5）喫煙

（6）歯・口腔の健康

充実した 変わらない 縮小した 未実施 目標項目として設定していない 無回答 (％)N=47
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表 5：目標項目ごとの取組状況（都道府県） 

 

 

割合(％) 実数

充実した 変わらない 縮小した 未実施 無回答 母数

健康寿命の延伸と健康格差の縮小の実現

①健康寿命の延伸 71.1 22.2 0.0 0.0 6.7 45

②健康格差の縮小 57.6 30.3 0.0 0.0 12.1 33

主要な生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底

（1）がん

①75歳未満のがんの年齢調整死亡率の減少 52.4 35.7 2.4 0.0 9.5 42

②がん検診の受診率の向上 65.2 26.1 2.2 0.0 6.5 46

（2）循環器疾患

①脳血管疾患・虚血性心疾患の年齢調整死亡率の減少 59.6 31.9 0.0 0.0 8.5 47

②高血圧の改善 51.3 38.5 0.0 0.0 10.3 39

③脂質異常症の減少 37.5 52.5 0.0 0.0 10.0 40

④メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少 54.3 39.1 0.0 0.0 6.5 46

⑤特定健康診査・特定保健指導の実施率の向上 67.4 26.1 0.0 0.0 6.5 46

（3）糖尿病

①合併症の減少 81.8 11.4 0.0 0.0 6.8 44

②治療継続者の割合の増加 69.0 17.2 0.0 0.0 13.8 29

③血糖コントロール指標におけるコントロール不良者の割合の減少 72.7 15.2 0.0 0.0 12.1 33

④糖尿病有病者の増加の抑制 65.7 22.9 0.0 0.0 11.4 35

⑤メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少（再掲） 54.3 39.1 0.0 0.0 6.5 46

⑥特定健康診査・特定保健指導の実施率の向上（再掲） 67.4 26.1 0.0 0.0 6.5 46

（4）ＣＯＰＤ

①ＣＯＰＤの認知度の向上 37.8 45.9 5.4 0.0 10.8 37

社会生活を営むために必要な機能の維持・向上

（1）こころの健康

①自殺者の減少 62.8 27.9 0.0 0.0 9.3 43

②気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛を感じている者の割合の減少 53.6 32.1 0.0 0.0 14.3 28

③メンタルヘルスに関する措置を受けられる職場の割合の増加 40.0 30.0 0.0 5.0 25.0 20

④小児人口10 万人当たりの小児科医・児童精神科医師の割合の増加 45.5 18.2 0.0 0.0 36.4 11

（2）次世代の健康

①健康な生活習慣（栄養・食生活、運動）を有する子どもの割合の増加 45.9 43.2 0.0 0.0 10.8 37

②適正体重の子どもの増加 45.9 40.5 0.0 2.7 10.8 37

（3）高齢者の健康

①介護保険サービス利用者の増加の抑制 61.1 22.2 0.0 0.0 16.7 18

②認知機能低下ハイリスク高齢者の把握率の向上 40.0 10.0 0.0 10.0 40.0 10

③ロコモティブシンドロームを認知している国民の割合の増加 43.8 37.5 6.3 0.0 12.5 32

④低栄養傾向の高齢者の割合の増加の抑制 54.1 32.4 0.0 2.7 10.8 37

⑤足腰に痛みのある高齢者の割合の減少 50.0 25.0 0.0 0.0 25.0 16

⑥高齢者の社会参加の促進 60.0 24.0 0.0 0.0 16.0 25

健康を支え、守るための社会環境の整備

①地域のつながりの強化 35.0 40.0 0.0 5.0 20.0 20

②健康づくりを目的とした活動に主体的に関わっている国民の割合の増加 58.1 22.6 3.2 3.2 12.9 31

③健康づくりに関する活動に取り組み、自発的に情報発信を行う企業登録数の増加 53.3 30.0 0.0 3.3 13.3 30

④健康づくりに関して身近で専門的な支援・相談が受けられる民間団体の活動拠点数の増加 33.3 40.0 0.0 0.0 26.7 15

⑤健康格差対策に取り組む自治体の増加 18.8 56.3 0.0 0.0 25.0 16

生活習慣及び社会環境の改善に関する目標

（1）栄養・食生活

①適正体重を維持している者の増加 42.2 48.9 0.0 0.0 8.9 45

②適切な量と質の食事をとる者の増加 68.1 25.5 0.0 0.0 6.4 47

③共食の増加 33.3 47.6 0.0 0.0 19.0 21

④食品中の食塩や脂肪の低減に取り組む食品企業及び飲食店の登録数の増加 50.0 38.9 0.0 0.0 11.1 36

⑤利用者に応じた食事の計画、調理及び栄養の評価、改善を実施している特定給食施設の割合の増加 35.7 50.0 0.0 0.0 14.3 28

（2）身体活動・運動

①日常生活における歩数の増加 75.6 15.6 0.0 0.0 8.9 45

②運動習慣者の割合の増加 68.1 21.3 2.1 0.0 8.5 47

③住民が運動しやすいまちづくり・環境整備に取り組む自治体数の増加 55.6 22.2 0.0 0.0 22.2 18

（3）休養

①睡眠による休養を十分とれていない者の割合の減少 34.8 54.3 0.0 2.2 8.7 46

②週労働時間60 時間以上の雇用者の割合の減少 42.1 31.6 0.0 5.3 21.1 19

（4）飲酒

①生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合の減少 32.6 56.5 0.0 2.2 8.7 46

②未成年者の飲酒をなくす 32.3 51.6 0.0 3.2 12.9 31

③妊娠中の飲酒をなくす 33.3 50.0 0.0 3.3 13.3 30

（5）喫煙

①成人の喫煙率の減少 63.0 30.4 0.0 0.0 6.5 46

②未成年者の喫煙をなくす 50.0 39.5 0.0 0.0 10.5 38

③妊娠中の喫煙をなくす 41.2 44.1 0.0 2.9 11.8 34

④受動喫煙の機会を有する者の割合の減少 83.3 7.1 0.0 0.0 9.5 42

（6）歯・口腔の健康

①口腔機能の維持・向上 58.8 29.4 0.0 0.0 11.8 34

②歯の喪失防止 52.2 39.1 0.0 0.0 8.7 46

③歯周病を有する者の割合の減少 55.0 37.5 0.0 0.0 7.5 40

④乳幼児・学齢期のう蝕のない者の増加 63.0 28.3 0.0 0.0 8.7 46

⑤過去１年間に歯科検診を受診した者の割合の増加 45.5 45.5 0.0 0.0 9.1 44
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図 14：目標項目ごとの取組状況（都道府県） 
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主要な生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底

（1）がん

①75歳未満のがんの年齢調整死亡率の減少

②がん検診の受診率の向上

（2）循環器疾患

①脳血管疾患・虚血性心疾患の年齢調整死亡率の減少

②高血圧の改善

③脂質異常症の減少

④メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少

⑤特定健康診査・特定保健指導の実施率の向上

（3）糖尿病

①合併症の減少

②治療継続者の割合の増加

③血糖コントロール指標におけるコントロール不良者の割合の減少

④糖尿病有病者の増加の抑制

⑤メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少（再掲）

⑥特定健康診査・特定保健指導の実施率の向上（再掲）

（4）ＣＯＰＤ

①ＣＯＰＤの認知度の向上

社会生活を営むために必要な機能の維持・向上

（1）こころの健康

①自殺者の減少

②気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛を感じている者の割合の減少

③メンタルヘルスに関する措置を受けられる職場の割合の増加

④小児人口10 万人当たりの小児科医・児童精神科医師の割合の増加

（2）次世代の健康

①健康な生活習慣（栄養・食生活、運動）を有する子どもの割合の増加

②適正体重の子どもの増加

（3）高齢者の健康

①介護保険サービス利用者の増加の抑制

②認知機能低下ハイリスク高齢者の把握率の向上

③ロコモティブシンドロームを認知している国民の割合の増加

④低栄養傾向の高齢者の割合の増加の抑制

⑤足腰に痛みのある高齢者の割合の減少

⑥高齢者の社会参加の促進

健康を支え、守るための社会環境の整備

①地域のつながりの強化

②健康づくりを目的とした活動に主体的に関わっている国民の割合の増加

③健康づくりに関する活動に取り組み、自発的に情報発信を行う企業登録数の増加

④健康に関し身近で専門的な支援等が受けられる民間団体の活動拠点数の増加

⑤健康格差対策に取り組む自治体の増加

生活習慣及び社会環境の改善に関する目標

（1）栄養・食生活

①適正体重を維持している者の増加

②適切な量と質の食事をとる者の増加

③共食の増加

④食品中の食塩や脂肪の低減に取り組む食品企業及び飲食店の登録数の増加

⑤利用者に応じ食事の計画、栄養の評価・改善をする特定給食施設の割合の増加

（2）身体活動・運動

①日常生活における歩数の増加

②運動習慣者の割合の増加

③住民が運動しやすいまちづくり・環境整備に取り組む自治体数の増加

（3）休養

①睡眠による休養を十分とれていない者の割合の減少

②週労働時間60 時間以上の雇用者の割合の減少

（4）飲酒

①生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合の減少

②未成年者の飲酒をなくす

③妊娠中の飲酒をなくす

（5）喫煙

①成人の喫煙率の減少

②未成年者の喫煙をなくす

③妊娠中の喫煙をなくす

④受動喫煙の機会を有する者の割合の減少

（6）歯・口腔の健康

①口腔機能の維持・向上

②歯の喪失防止

③歯周病を有する者の割合の減少

④乳幼児・学齢期のう蝕のない者の増加

⑤過去１年間に歯科検診を受診した者の割合の増加

充実した 変わらない 縮小した 未実施 無回答 (％)N=47
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特に力を入れて実施した取組について、「主要な生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底」に関

連して、検診・健診の受診率向上に向けた取組、特定保健指導の実施率向上に向けた取組、糖尿病

の重症化予防に関する取組、COPD に関する啓発・受診勧奨当が特に力を入れて実施した取組として

挙げられていた。 

 

表 6 ：「主要な生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底」に関する主な取組（都道府県・市

区町村） 

 

 

「社会生活を営むために必要な機能の維持・向上」に関連して、各分野に対して教室・講座・講演の

実施が特に力を入れて実施した取組として挙げられていた。 

 

表 7：「社会生活を営むために必要な機能の維持・向上」に関する主な取組（都道府県・市区町

村） 

 

 

  

領域 内容 説明

（1）がん 時間の拡大（夕方・休日検診の実施、個別検診の実施、メール予約・ウェブ予約の導入）

（2）循環器疾患 費用負担の軽減（クーポン・助成（脳ドック等）、一部の無料化（女性のがん検診）、ワンコイン検診）

検診車、会場までの送迎

胃内視鏡や低線量CT、エコー検査等選択肢を増やすことでの受診環境整備

インセンティブの付与（商品券、地域のポイント）

はがき、電話、訪問

AIを活用した対象者の抽出

関係課との連携（国保等）

協会けんぽとの連携（協会けんぽが発送している特定健診受診券に被扶養者向けのがん検診チラシを同封）

事業所との連携（健診（検診）に関する実態把握、事業所健診時の個別指導、事業所と連携したがん検診

受診体制の整備、事業所での健康教育）

ナッジ理論を踏まえた郵送物の内容の工夫

検診・健診の受診率向上

：特定の層へのアプローチ
若年世代、働き盛り世代・子育て世代、女性・妊産婦等に着目した健診環境の見直しや受診勧奨

特定保健指導：対象者の抽出の工夫 健診結果やレセプト、KDBの活用（受診歴や服薬の確認等）

特定保健指導：対象者の拡大
委託による体制強化（国保等の特定保健指導を医師会及び業者に委託し、これまで受けていなかった者にも特

定保健指導を実施できる体制とした）

高血圧予防：減塩 実態・対象者把握（特定健診時に尿検査による推定食塩摂取量検査）

（3）糖尿病

対象者の抽出の工夫 KDBの活用（ハイリスク者の抽出）

個別支援 -

体制強化 医師会との連絡票を作成、CKD認定医育成

（4）ＣＯＰＤ

受診勧奨・啓発 対象者を抽出しはがきを送付（国保特定健診受診者で喫煙歴がある者）

COPD検診 COPD検診を開始

検診・健診の受診率向上

：受診しやすい検診（健診）環境

検診・健診の受診率向上

：個別の受診勧奨（コール・リコール）

領域 内容 説明

（1）こころの健康

中高生へのアプローチ SOSの出し方（教師側の受け止め方）に関する講座

ゲートキーパー養成 -

相談窓口の周知 -

（2）次世代の健康

各分野の教室・講演 食育、肥満防止、生活リズム（早寝・早起き）、こころの健康、未成年飲酒防止、未成年喫煙防止、歯科

親子へのアプローチ スポーツイベント、クッキングイベント

（3）高齢者の健康

生きがい・通いの場づくり -

フレイル予防 普及啓発、フレイル予防教室、体操やウォーキング

オーラルフレイル予防 健診実施

認知症 認知症簡易チェック、認知症サポーター養成、認知症サポート医の増加
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「健康を支え、守るための社会環境の整備」に関連して、事業所・企業との連携強化、健康になるま

ち・体制づくりが特に力を入れて実施した取組として挙げられていた。 

 

表 8：「健康を支え、守るための社会環境の整備」に関する主な取組（都道府県・市区町村） 

 

 

 

「生活習慣及び社会環境の改善に関する目標」に関連して、各分野に対して教室・講座・講演の実

施等の普及・啓発、当事者への支援の実施等が特に力を入れて実施した取組として挙げられていた。 

 

表 9：「生活習慣及び社会環境の改善に関する目標」に関する主な取組（都道府県・市区町村） 

 

  

領域 内容 説明

健康を支え、守るための社会環境の整備

事業所・企業との連携
健康的な食事の提供、受動喫煙防止等の呼びかけ、連携したイベント、健康ポイント事業の実施、健康経営認

定制度

まちづくり
健康・スポーツのまち宣言、歩きやすい・運動しやすい環境づくり、庁内連携のための会議体の組成、モデル地区を

選定しての実態把握

領域 内容 説明

（1）栄養・食生活

中高生への教室 食育教室（カロリーバランス、ベジファースト）

飲食店等企業との協働 健康的な商品のアピールや開発、地産地消の推進

健康的なレシピの普及 野菜レシピ、減塩レシピ、朝食レシピ等の配布、コンテスト

市民運動・スローガンによる広報 -

（2）身体活動・運動

ウォーキングの推進 ウォーキングマップ、ウォーキングイベント、活動量計の配布

ポイント・インセンティブ 歩数や活動量に応じたインセンティブ（商品券等）、スマホアプリの活用、セルフモニタリングの推奨

体操の周知 ご当地体操の作成と周知

骨粗鬆症対策 教室や口座の開催等普及啓発、骨量測定、受診勧奨

市民運動・スローガンによる広報 -

（3）休養

睡眠に関する普及啓発 事業所での健康教育

産前産後～育児のメンタルヘルス対策 切れ目のない支援を実施する拠点の設置

（4）飲酒

未成年者飲酒防止 中高生への啓発教室

依存症患者への支援 自助グループ、家族会

（5）喫煙

未成年者喫煙防止 中高生への啓発教室

受動喫煙防止 喫煙防止区域の設定、店舗への啓発や禁煙に協力する店舗の認定、屋外分煙施設設置、条例の制定

禁煙相談・禁煙教室 相談窓口や教室の実施、禁煙外来への女性、妊産婦や親に向けた啓発

（6）歯・口腔の健康

歯周疾患検診の受診率向上
対象年齢拡大（若年者、妊産婦）、クーポン・一部の無料化（20歳）特定健診実施との連携（同時に実

施、特定健診受診者にクーポンの送付）

子どもへのアプローチ 幼児の歯科検診、幼稚園や小学校でのフッ化物洗口、フッ素塗布、ブラッシング指導

歯科に関する知識の普及啓発 8020運動、歯周病と健康、フロスの普及
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健康日本21（第二次）の目標項目以外に、「働き盛り世代・職域への取組」「庁内で連携した取

組」「大学と連携した取組」等が特に力を入れて実施した取組として挙げられていた。 

 

表 10：健康日本 21（第二次）の目標項目以外に関連した取組（都道府県・市区町村） 
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今後重点的に取り組みたい領域（最大 5項目まで選択）について、栄養・食生活と回答した割合

が 63.8％と最も大きく、次いで健康寿命の延伸と健康格差の縮小の実現が 66.0％、循環器疾患が

55.3％、身体活動・運動が 53.2％であった。 

 

図 15：今後重点的に取り組みたい領域（最大 5 項目まで選択）（都道府県） 

 

  

66.0

29.8

55.3

38.3

2.1

12.8

10.6

10.6

29.8

63.8

53.2

6.4

4.3

29.8

23.4

0 20 40 60 80 100

健康寿命の延伸と健康格差の縮小の実現
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主要な生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底

（1）がん

（2）循環器疾患

（3）糖尿病

（4）ＣＯＰＤ

社会生活を営むために必要な機能の維持・向上

（1）こころの健康

（2）次世代の健康

（3）高齢者の健康

健康を支え、守るための社会環境の整備

健康を支え、守るための社会環境の整備

生活習慣及び社会環境の改善に関する目標

（1）栄養・食生活

（2）身体活動・運動

（3）休養

（4）飲酒

（5）喫煙

（6）歯・口腔の健康

(％)
N=47
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健康増進の取組を進めるに当たっての課題・改善点として、「健康格差の縮小」「健診・検診受診率

の向上」「無関心層の行動変容」「働き盛り世代・職域に向けた取組」、「分野横断的取組・連携の強

化」「データの活用」「適切な指標設定・評価」「機運の醸成」が主な内容として都道府県から挙げられ

た。 

 

表 11：健康増進の取組を進めるに当たっての課題・改善点（都道府県） 
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次期健康増進計画策定に当たって国に求める支援として、「データ提供の内容や仕組みの改善」「取

組のエビデンス・事例の提供」「技術的支援・助言」「指標の考え方の共有」「財政的支援」が主な内容

として都道府県から挙げられた。 

 

表 12：次期健康増進計画策定に当たって国に求める支援（都道府県） 

 

 

健康づくり運動計画はどのように役立ったかについて、「指標を示したことで、評価や事業推進の意識

や体制が改善された」「関係者の意識が向上した・健康増進の優先度が上昇した」「個人への取組だけ

でなく、社会環境の整備の重要性を意識した」等の意見が都道府県から挙げられた。 
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表 13：健康づくり運動計画はどのように役立ったか（都道府県） 

 

 

今後の健康づくり運動計画はどうあるべきかについて、「無関心層を含め、だれもが自然に健康になれ

る環境づくりを重視する」「働き盛り世代・職域への取組を重視する」「コロナウイルス感染症流行を踏ま

えた健康増進の在り方を示す」等の意見が都道府県から挙げられた。 

 

表 14：今後の健康づくり運動計画はどうあるべきか（都道府県） 
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２ 市区町村調査 

（１）健康増進計画の策定状況 

市区町村においては、調査に回答した 1,369 市区町村のうち、1,289市区町村で健康増進計画

が策定されていた。これは、全 1,741 市区町村のうち 74.0％にあたる。なお、健康日本 21最終評価

においては、全 1,750 市区町村のうち、76％にあたる 1,333 市区町村で健康増進計画が策定され

た。 

 

表 15：健康増進計画策定状況（市区町村） 

 策定数（割合） 

市区町村（全 1,741市区町村）  

令和 3（2021）年 7月 31日時点 1,289（74.0％） 

（参考値）令和 3（2021）年 7月 31日時点 未策定 80（4.6％） 

（参考値）調査未回答 372（21.4％） 

 

表 16：自治体における健康増進計画策定状況（健康日本 21 最終評価） 

 策定数（割合） 

都道府県（全 47都道府県） 47（100.0％） 

市区町村（全 1,750市区町村）  

平成 18（2006）年 7月 1日時点 1,001（54％） 

平成 22（2010）年 12月 1日時点 1,333（76％） 

出典：「健康日本２１」最終評価（平成 23年 10月 健康日本２１評価作業チーム） 

 

調査に回答した 1,369 市区町村のうち、市町村健康増進計画を作成していると回答した割合は

94.2％であった。 

 

図 16：健康増進計画の策定状況（市区町村） 

 

 

市町村健康増進計画を作成していると回答した 1,289 市区町村のうち、健康増進計画と一体的

に作成した計画について、食育推進計画と回答した割合が 52.4％と最も大きかった。単独で作成した

と回答した割合は 35.2％であった。 

94.2
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市町村健康増進計画を作成している

(％)N=1,369
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図 17：健康増進計画と一体的に作成した計画（市区町村） 

 

 

 

作成した計画を市区町村のホームページで公開していると回答した割合は 78.0％であった。 

 
 

健康増進計画の策定と評価の状況について、健康増進計画の評価を行う体制があると回答した割

合は 94.2％（前回60％）、これまでに中間評価を行ったと回答した割合は 74.0％（前回

45％）、中間評価等の評価を踏まえ、計画の見直しを行ったのは 63.1％であった。 

また、健康増進施策を毎年（または定期的に）評価・分析して PDCA サイクルをまわす体制がある

と回答した割合は 72.1％であった。 
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0 20 40 60 80 100

作成した計画を市区町村のホームページで公開

している

(％)N=1,289
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令和3（2021）年 7月 31 日時点で市区町村が健康増進計画を策定していない理由として、

「マンパワーの不足（優先度が低い）」「他計画で代替しているため」といった理由が挙げられた。 

 

表 17：計画を策定していない理由（市区町村） 
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図 18：健康増進計画の策定と評価の状況（市区町村） 

 
 

健康増進計画の策定・評価に用いているデータについて、特定健診データ（国保分）と回答した割

合が 94.6％と最も大きく、次いで保健事業等事業報告と回答した割合が 85.5％、健康・栄養調査

（独自で実施）と回答した割合が 71.0％であった。 

 

図 19：健康増進計画の策定・評価に用いているデータ（市区町村） 

 

 

 

  

94.2

74.0

63.1

72.1

5.7

25.9

35.7

27.8

0.2

0.1

1.2

0.2

0 20 40 60 80 100

健康増進計画の評価を行う体制がある

これまでに中間評価等の評価を行った

中間評価等の評価を踏まえ、計画の見直しを

行った

健康増進施策を毎年（または定期的に）評

価・分析してPDCAサイクルをまわす体制がある

該当 非該当 無回答 (％)N=1,289

56.9

71.0

15.6

94.6

85.5

65.1

28.5

0 20 40 60 80 100

都道府県による健康・栄養調査の市区町村分

健康・栄養調査（独自で実施）

特定健診データ（国保分以外※）

特定健診データ（国保分）

保健事業等事業報告

学校保健データ

その他

(％)

※協会けんぽ、共済組合のデータ等

N=1,289
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なお、調査に回答した 1,369市区町村において、市区町村内の地域間の健康状態や生活習慣の

状況の差を把握していると回答した割合は 51.9％、所得や教育、職業等、社会経済的要因による健

康格差を把握していると回答した割合は 13.7％であった。 

 

図 20：健康格差の把握（市区町村） 

 
 

市町村健康増進計画を作成していると回答した 1,289 市区町村のうち、健康増進計画の策定と

評価のための外部連携の状況について、計画の策定や目標項目の分析・評価に当たって、大学の公衆

衛生学教室等、有識者と連携したと回答した割合は 26.5％、計画の策定や評価に当たって、民間企

業等の外部委託を利用したと回答した割合は 40.4％であった。 

 

図 21：健康増進計画の策定と評価のための外部連携の状況（市区町村） 

 
 

  

51.9

13.7

0 20 40 60 80 100

市区町村内の地域間の健康状態や生活習慣の

状況の差を把握している

所得や教育、職業等、社会経済的要因による健

康格差を把握している

(％)N=1,369

26.5

40.4

73.4

59.0

0.1

0.6

0 20 40 60 80 100

計画の策定や目標項目の分析・評価に当たって、

大学の公衆衛生学教室等、有識者と連携した

計画の策定や評価に当たって、民間企業等の外

部委託を利用した

該当 非該当 無回答 (％)N=1,289
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 市区町村の計画策定に向けた支援の状況について、市区町村が、都道府県または保健所から有

用な支援があったと回答した割合は 41.9％であった。一方、都道府県を対象とした調査において、都道

府県が、都道府県または保健所から市区町村へ技術的援助を行ったと回答した割合は 83.0％であっ

た。 

 

図 22：市区町村の計画策定に向けた支援の状況（再掲） 

 

  

83.0

41.9

17.0

57.5 0.6

0 20 40 60 80 100

都道府県または保健所から

市町村へ技術的援助※を行った

都道府県または保健所から

有用な支援※があった

該当 非該当 無回答

都道府県

N=47

※各種統計資料等のデータベースの作成や分析手法の提示等

市区町村

N=1,289

(％)
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（参考集計）外部連携の状況別の計画策定状況、連携状況 

外部連携の状況について、有識者との連携の有無、外部委託の有無別に一体的に作成した計

画を見ると、計画の策定や評価において有識者と連携した市区町村とそうでない市区町村間では、

いずれの項目についても 10ポイント未満の差であった。 

 

図 23：計画の策定と評価における有識者との連携有無別 健康増進計画と一体的に作成した

計画（市区町村） 

 

 

計画の策定や評価において外部委託を利用した市区町村は、計画を単独で作成したと回答した

割合が 24.2％と、外部委託を利用していない市区町村の 42.8％に比べ、18.6ポイント高かった。 

 

図 24：計画の策定と評価における外部委託の有無別 健康増進計画と一体的に作成した計

画（市区町村） 

33.6

9.1

7.6

5.6

13.7

57.0

2.0

25.1

35.8

9.1

9.3

5.0

10.6

50.6

1.3

26.3

0 20 40 60 80 100

単独で作成した

総合計画

特定健康診査等実施計画

介護保険事業計画

歯科口腔保健推進計画

食育推進計画

スポーツ推進計画

その他（労働衛生、職域分野の計画等を含む）

連携有（n=342） 連携無（n=946） (％)
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外部連携の状況について、有識者との連携の有無、庁内で連携して施策を行った部門を見ると、

計画の策定や評価において有識者と連携した市区町村は、そうでない市区町村に比べ、福祉部門、

スポーツ部門、まちづくり部門、農林水産部門と連携したと回答した割合が 10ポイント以上高かっ

た。 

 

図 25：計画の策定と評価における有識者との連携有無別 庁内で連携して施策を行った部門

（市区町村） 

 

24.2

8.1

4.8

3.5

14.8

63.7

2.1

29.8

42.8

9.9

11.7

6.3

9.2

44.7

1.1

23.3

0 20 40 60 80 100

単独で作成した

総合計画

特定健康診査等実施計画

介護保険事業計画

歯科口腔保健推進計画

食育推進計画

スポーツ推進計画

その他（労働衛生、職域分野の計画等を含む）

外部委託有（n=521） 外部委託無（n=760） (％)

54.7

78.7

74.6

75.7

56.1

34.2

41.5

29.8

16.4

6.4

50.4

74.8

64.4

67.0

44.1

24.0

30.3

20.1

15.9

8.5

0 20 40 60 80 100

医療部門

介護保険部門

福祉部門

教育部門

スポーツ部門

まちづくり部門

農林水産部門

経済・産業部門

その他

連携していない

連携有（n=342） 連携無（n=946） (％)
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計画の策定や評価において外部委託を利用した市区町村は、そうでない市区町村に比べ、医療

部門、介護保険部門以外の部門と連携したと回答した割合が 10 ポイント以上高かった。 

 

図 26：計画の策定と評価における外部委託の有無別 庁内で連携して施策を行った部門（市

区町村） 
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74.3
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58.5

34.5

42.0

31.7

19.0

6.1

50.9

74.7

62.2

63.7

39.6

21.6

27.4

16.7

13.8

9.2
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医療部門

介護保険部門

福祉部門

教育部門

スポーツ部門

まちづくり部門

農林水産部門

経済・産業部門

その他

連携していない

外部委託有（n=521） 外部委託無（n=760）
(％)
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（２）健康増進施策の取組状況 

健康増進の取組に対する推進体制について、庁内に部局横断的な組織体制があると回答した割合

は 64.5％（前回 25％）、施策に携わる職員や専門職等に対し健康増進に係る研修の機会を提供

したと回答した割合は 45.6％、地域の健康課題を解決するため職種間で連携を図れる体制があると

回答した割合は 67.9％であった。 

健康増進の取組に対し、関係団体、民間企業、住民組織が参加した協議会・連絡会等の体制が

あると回答した割合は 83.7％（前回 67％）、関係団体等と協働して、各種検診やイベント、広報活

動等を行ったと回答した割合は 82.9％であった。 

また、在住者ではなく、在勤者に対する健康増進施策を行っていると回答した割合は 41.3％であっ

た。 

 

図 27：健康増進の取組に対する推進体制（市区町村） 

 
 

  

64.5

45.6

67.9

83.7

82.9

41.3

34.9

54.2

32.0

16.1

17.1

58.7

0.5

0.2

0.2

0.2

0.1

0.1
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庁内に部局横断的な組織体制がある

施策に携わる職員や専門職等に対し健康増進に係る研

修の機会を提供した※1

地域の健康課題を解決するため職種間で連携を図れる

体制がある※2

健康増進の取組に対し、関係団体、民間企業、住民組

織が参加した協議会・連絡会等の体制がある

関係団体等と協働して、各種検診やイベント、広報活動

等を行った

在住者ではなく、在勤者に対する健康増進施策を行って

いる

該当 非該当 無回答

※1 会議の機会に講演・グループワークを行うなども含む

※2 地域・職域連携推進協議会、保険者協議会等

(％)N=1,289
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（参考集計）特定健診データ（国保分以外）の活用有無別 在勤者への施策 

在勤者に対する施策を行っていると回答した割合は、計画の策定・評価に特定健診データ（国保

分以外）を活用している市区町村で 45.8％、活用していない市区町村で 40.4％であった。 

 

図 28：特定健診データ（国保分以外）の活用有無別 健康増進の取組に対する推進体制

（市区町村） 
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47.3

76.6
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45.8
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庁内に部局横断的な組織体制がある

施策に携わる職員や専門職等に対し健康増

進に係る研修の機会を提供した※1

地域の健康課題を解決するため職種間で連

携を図れる体制がある※2

健康増進の取組に対し、関係団体、民間企

業、住民組織が参加した協議会・連絡会等…

関係団体等と協働して、各種検診やイベント、

広報活動等を行った

在住者ではなく、在勤者に対する健康増進施

策を行っている

特定健診データ（国保分以外）活用有（n=201） 活用無（n=1088）

※1 会議の機会に講演・グループワークを行うなども含む

※2 地域・職域連携推進協議会、保険者協議会等

(％)
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庁内で連携して施策を行った部門について、介護保険部門と回答した割合が 75.8％と最も大きく、

次いで教育部門と回答した割合が 69.3％、福祉部門と回答した割合が 67.1％であった。 

 

図 29：庁内で連携して施策を行った部門（市区町村） 
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（参考集計）一体的に策定した計画別 庁内で連携して施策を行った部門 

計画を単独で策定した市区町村は、庁内で連携して施策を行った部門について「連携していないと

回答した割合が 10.1％と、何らかの計画と一体的に策定した市区町村の回答割合に対して高かっ

た。 

 

表 18：一体的に策定した計画別 庁内で連携して施策を行った部門（市区町村） 

 

 

健康増進計画の目標として設定した項目について、８割以上で設定された項目は、がん検診の受診

率の向上（93.0％）、運動習慣者の割合の増加（90.5％）、特定健康診査・特定保健指導の

実施率の向上（85.7％）、成人の喫煙率の減少（84.8％）であった。 
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図 30：健康増進計画の目標として設定した項目（市区町村） 
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61.4
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健康寿命の延伸と健康格差の縮小の実現

①健康寿命の延伸

②健康格差の縮小

主要な生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底

（1）がん

①75歳未満のがんの年齢調整死亡率の減少

②がん検診の受診率の向上

（2）循環器疾患

①脳血管疾患・虚血性心疾患の年齢調整死亡率の減少

②高血圧の改善

③脂質異常症の減少

④メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少

⑤特定健康診査・特定保健指導の実施率の向上

（3）糖尿病

①合併症の減少

②治療継続者の割合の増加

③血糖コントロール指標におけるコントロール不良者の割合の減少

④糖尿病有病者の増加の抑制

⑤メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少（再掲）

⑥特定健康診査・特定保健指導の実施率の向上（再掲）

（4）ＣＯＰＤ

①ＣＯＰＤの認知度の向上

社会生活を営むために必要な機能の維持・向上

（1）こころの健康

①自殺者の減少

②気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛を感じている者の割合の減少

③メンタルヘルスに関する措置を受けられる職場の割合の増加

④小児人口10 万人当たりの小児科医・児童精神科医師の割合の増加

（2）次世代の健康

①健康な生活習慣（栄養・食生活、運動）を有する子どもの割合の増加

②適正体重の子どもの増加

（3）高齢者の健康

①介護保険サービス利用者の増加の抑制

②認知機能低下ハイリスク高齢者の把握率の向上

③ロコモティブシンドロームを認知している国民の割合の増加

④低栄養傾向の高齢者の割合の増加の抑制

⑤足腰に痛みのある高齢者の割合の減少

⑥高齢者の社会参加の促進

健康を支え、守るための社会環境の整備

①地域のつながりの強化

②健康づくりを目的とした活動に主体的に関わっている国民の割合の増加

③健康づくりに関する活動に取り組み、自発的に情報発信を行う企業登録数の増加

④健康に関し身近で専門的な支援等が受けられる民間団体の活動拠点数の増加

⑤健康格差対策に取り組む自治体の増加

生活習慣及び社会環境の改善に関する目標

（1）栄養・食生活

①適正体重を維持している者の増加

②適切な量と質の食事をとる者の増加

③共食の増加

④食品中の食塩や脂肪の低減に取り組む食品企業及び飲食店の登録数の増加

⑤利用者に応じ食事の計画、栄養の評価・改善をする特定給食施設の割合の増加

（2）身体活動・運動

①日常生活における歩数の増加

②運動習慣者の割合の増加

③住民が運動しやすいまちづくり・環境整備に取り組む自治体数の増加

（3）休養

①睡眠による休養を十分とれていない者の割合の減少

②週労働時間60 時間以上の雇用者の割合の減少

（4）飲酒

①生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合の減少

②未成年者の飲酒をなくす

③妊娠中の飲酒をなくす

（5）喫煙

①成人の喫煙率の減少

②未成年者の喫煙をなくす

③妊娠中の喫煙をなくす

④受動喫煙の機会を有する者の割合の減少

（6）歯・口腔の健康

①口腔機能の維持・向上

②歯の喪失防止

③歯周病を有する者の割合の減少

④乳幼児・学齢期のう蝕のない者の増加

⑤過去１年間に歯科検診を受診した者の割合の増加

(％)

N=1,289
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領域ごとの取組状況について、充実したと回答した割合が高かったのは、循環器疾患（24.4％）、

がん（22.2％）であった。 

 

図 31：領域ごとの取組状況（市区町村） 

 

 

目標項目ごとの取組状況について、各項目を目標に設定した市区町村のうち、充実したと回答した

割合が高かったのは、特定健康診査・特定保健指導の実施率の向上（56.8％）、（糖尿病の）合

併症の減少（52.0％）、血糖コントロール指標におけるコントロール不良者の割合の減少

（54.8％）であった。 

一方、充実したと回答した割合が３割を下回ったのは、健康格差対策に取り組む自治体の増加

（18.8％）であった。 
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健康寿命の延伸と健康格差の縮小の実現

主要な生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底

（1）がん

（2）循環器疾患

（3）糖尿病

（4）ＣＯＰＤ

社会生活を営むために必要な機能の維持・向上

（1）こころの健康

（2）次世代の健康

（3）高齢者の健康

健康を支え、守るための社会環境の整備

健康を支え、守るための社会環境の整備

生活習慣及び社会環境の改善に関する目標

（1）栄養・食生活

（2）身体活動・運動

（3）休養

（4）飲酒

（5）喫煙

（6）歯・口腔の健康

充実した 変わらない 縮小した 未実施 無回答 (％)N=1,289



39 

 

表 19：目標項目ごとの取組状況（市区町村） 

 

 

割合(％) 実数

充実した 変わらない 縮小した 未実施 無回答 母数

健康寿命の延伸と健康格差の縮小の実現

①健康寿命の延伸 35.8 56.6 0.4 1.1 6.1 709

②健康格差の縮小 21.5 63.5 0.6 2.2 12.2 181

主要な生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底

（1）がん

①75歳未満のがんの年齢調整死亡率の減少 26.3 62.9 1.2 0.9 8.7 334

②がん検診の受診率の向上 45.9 47.1 1.5 0.2 5.3 1199

（2）循環器疾患

①脳血管疾患・虚血性心疾患の年齢調整死亡率の減少 37.4 53.0 1.6 0.5 7.6 436

②高血圧の改善 45.2 47.5 1.2 0.2 5.9 663

③脂質異常症の減少 34.1 57.7 1.8 0.3 6.0 598

④メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少 39.0 54.0 1.5 0.4 5.1 848

⑤特定健康診査・特定保健指導の実施率の向上 56.8 36.4 1.4 0.1 5.3 1105

（3）糖尿病

①合併症の減少 52.0 39.3 1.1 0.2 7.4 435

②治療継続者の割合の増加 48.3 40.5 1.0 0.7 9.5 296

③血糖コントロール指標におけるコントロール不良者の割合の減少 54.8 37.6 0.4 0.4 6.8 500

④糖尿病有病者の増加の抑制 48.4 45.2 1.1 0.0 5.3 546

⑤メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少（再掲） 39.0 54.0 1.5 0.4 5.1 848

⑥特定健康診査・特定保健指導の実施率の向上（再掲） 56.8 36.4 1.4 0.1 5.3 1105

（4）ＣＯＰＤ

①ＣＯＰＤの認知度の向上 19.2 68.0 1.8 6.0 5.1 453

社会生活を営むために必要な機能の維持・向上

（1）こころの健康

①自殺者の減少 47.3 45.3 1.2 0.7 5.4 811

②気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛を感じている者の割合の減少 30.3 61.5 2.0 2.9 3.3 244

③メンタルヘルスに関する措置を受けられる職場の割合の増加 28.6 61.9 0.0 4.8 4.8 42

④小児人口10 万人当たりの小児科医・児童精神科医師の割合の増加 20.0 40.0 0.0 40.0 0.0 5

（2）次世代の健康

①健康な生活習慣（栄養・食生活、運動）を有する子どもの割合の増加 26.2 65.1 0.9 1.7 6.1 656

②適正体重の子どもの増加 21.5 70.3 1.2 1.7 5.3 660

（3）高齢者の健康

①介護保険サービス利用者の増加の抑制 37.9 54.8 1.6 0.8 4.8 248

②認知機能低下ハイリスク高齢者の把握率の向上 34.5 51.7 3.4 5.7 4.6 87

③ロコモティブシンドロームを認知している国民の割合の増加 32.9 57.5 1.1 3.0 5.5 362

④低栄養傾向の高齢者の割合の増加の抑制 45.0 46.4 0.3 3.2 5.1 373

⑤足腰に痛みのある高齢者の割合の減少 42.5 49.4 1.1 2.3 4.6 87

⑥高齢者の社会参加の促進 43.3 49.7 0.9 2.1 4.0 326

健康を支え、守るための社会環境の整備

①地域のつながりの強化 31.6 58.2 1.3 2.6 6.3 304

②健康づくりを目的とした活動に主体的に関わっている国民の割合の増加 39.3 51.7 2.3 0.7 6.0 300

③健康づくりに関する活動に取り組み、自発的に情報発信を行う企業登録数の増加 46.9 40.6 1.6 6.3 4.7 64

④健康づくりに関して身近で専門的な支援・相談が受けられる民間団体の活動拠点数の増加 15.2 66.7 3.0 6.1 9.1 33

⑤健康格差対策に取り組む自治体の増加 16.7 50.0 0.0 8.3 25.0 12

生活習慣及び社会環境の改善に関する目標

（1）栄養・食生活

①適正体重を維持している者の増加 28.6 65.2 1.1 0.4 4.7 927

②適切な量と質の食事をとる者の増加 40.3 53.3 0.7 0.6 5.1 843

③共食の増加 20.6 68.9 1.3 3.3 5.9 389

④食品中の食塩や脂肪の低減に取り組む食品企業及び飲食店の登録数の増加 36.0 45.3 4.7 8.1 5.8 86

⑤利用者に応じた食事の計画、調理及び栄養の評価、改善を実施している特定給食施設の割合の増加 19.0 57.1 0.0 14.3 9.5 21

（2）身体活動・運動

①日常生活における歩数の増加 40.5 51.0 2.0 1.3 5.2 459

②運動習慣者の割合の増加 39.6 52.8 1.9 0.9 4.8 1167

③住民が運動しやすいまちづくり・環境整備に取り組む自治体数の増加 38.0 49.3 2.8 4.2 5.6 71

（3）休養

①睡眠による休養を十分とれていない者の割合の減少 14.7 73.1 1.3 5.6 5.4 1006

②週労働時間60 時間以上の雇用者の割合の減少 13.3 50.0 0.0 26.7 10.0 30

（4）飲酒

①生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合の減少 13.1 76.3 1.5 2.8 6.3 949

②未成年者の飲酒をなくす 15.2 72.7 0.8 4.4 7.0 388

③妊娠中の飲酒をなくす 20.6 71.8 0.2 1.4 6.1 588

（5）喫煙

①成人の喫煙率の減少 23.7 67.0 1.6 1.9 5.8 1093

②未成年者の喫煙をなくす 21.6 67.7 0.5 4.7 5.6 430

③妊娠中の喫煙をなくす 26.7 65.8 0.3 0.8 6.5 774

④受動喫煙の機会を有する者の割合の減少 45.4 46.5 0.2 2.3 5.5 469

（6）歯・口腔の健康

①口腔機能の維持・向上 35.4 56.8 0.4 1.8 5.5 271

②歯の喪失防止 39.0 53.6 1.0 1.8 4.7 618

③歯周病を有する者の割合の減少 37.9 54.1 1.3 1.8 4.9 388

④乳幼児・学齢期のう蝕のない者の増加 34.3 58.8 0.8 0.2 5.9 915

⑤過去１年間に歯科検診を受診した者の割合の増加 39.7 52.6 1.1 1.1 5.4 791
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図 32：目標項目ごとの取組状況（市区町村） 

 

0 20 40 60 80 100

健康寿命の延伸と健康格差の縮小の実現

①健康寿命の延伸

②健康格差の縮小

主要な生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底

（1）がん

①75歳未満のがんの年齢調整死亡率の減少

②がん検診の受診率の向上

（2）循環器疾患

①脳血管疾患・虚血性心疾患の年齢調整死亡率の減少

②高血圧の改善

③脂質異常症の減少

④メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少

⑤特定健康診査・特定保健指導の実施率の向上

（3）糖尿病

①合併症の減少

②治療継続者の割合の増加

③血糖コントロール指標におけるコントロール不良者の割合の減少

④糖尿病有病者の増加の抑制

⑤メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少（再掲）

⑥特定健康診査・特定保健指導の実施率の向上（再掲）

（4）ＣＯＰＤ

①ＣＯＰＤの認知度の向上

社会生活を営むために必要な機能の維持・向上

（1）こころの健康

①自殺者の減少

②気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛を感じている者の割合の減少

③メンタルヘルスに関する措置を受けられる職場の割合の増加

④小児人口10 万人当たりの小児科医・児童精神科医師の割合の増加

（2）次世代の健康

①健康な生活習慣（栄養・食生活、運動）を有する子どもの割合の増加

②適正体重の子どもの増加

（3）高齢者の健康

①介護保険サービス利用者の増加の抑制

②認知機能低下ハイリスク高齢者の把握率の向上

③ロコモティブシンドロームを認知している国民の割合の増加

④低栄養傾向の高齢者の割合の増加の抑制

⑤足腰に痛みのある高齢者の割合の減少

⑥高齢者の社会参加の促進

健康を支え、守るための社会環境の整備

①地域のつながりの強化

②健康づくりを目的とした活動に主体的に関わっている国民の割合の増加

③健康づくりに関する活動に取り組み、自発的に情報発信を行う企業登録数の増加

④健康に関し身近で専門的な支援等が受けられる民間団体の活動拠点数の増加

⑤健康格差対策に取り組む自治体の増加

生活習慣及び社会環境の改善に関する目標

（1）栄養・食生活

①適正体重を維持している者の増加

②適切な量と質の食事をとる者の増加

③共食の増加

④食品中の食塩や脂肪の低減に取り組む食品企業及び飲食店の登録数の増加

⑤利用者に応じ食事の計画、栄養の評価・改善をする特定給食施設の割合の増加

（2）身体活動・運動

①日常生活における歩数の増加

②運動習慣者の割合の増加

③住民が運動しやすいまちづくり・環境整備に取り組む自治体数の増加

（3）休養

①睡眠による休養を十分とれていない者の割合の減少

②週労働時間60 時間以上の雇用者の割合の減少

（4）飲酒

①生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合の減少

②未成年者の飲酒をなくす

③妊娠中の飲酒をなくす

（5）喫煙

①成人の喫煙率の減少

②未成年者の喫煙をなくす

③妊娠中の喫煙をなくす

④受動喫煙の機会を有する者の割合の減少

（6）歯・口腔の健康

①口腔機能の維持・向上

②歯の喪失防止

③歯周病を有する者の割合の減少

④乳幼児・学齢期のう蝕のない者の増加

⑤過去１年間に歯科検診を受診した者の割合の増加

充実した 変わらない 縮小した 未実施 無回答 (％)N=1,289
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特に力を入れて実施した取組について、「主要な生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底」に関

連して、検診・健診の受診率向上に向けた取組、特定保健指導の実施率向上に向けた取組、糖尿病

の重症化予防に関する取組、COPD に関する啓発・受診勧奨当が特に力を入れて実施した取組として

挙げられていた。 

 

表 20 ：「主要な生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底」に関する主な取組（都道府県・

市区町村）（再掲） 

 

 

「社会生活を営むために必要な機能の維持・向上」に関連して、各分野に対して教室・講座・講演の

実施が特に力を入れて実施した取組として挙げられていた。 

 

表 21：「社会生活を営むために必要な機能の維持・向上」に関する主な取組（都道府県・市区町

村）（再掲） 

 

 

 

「健康を支え、守るための社会環境の整備」に関連して、事業所・企業との連携強化、健康になるま

領域 内容 説明

（1）がん 時間の拡大（夕方・休日検診の実施、個別検診の実施、メール予約・ウェブ予約の導入）

（2）循環器疾患 費用負担の軽減（クーポン・助成（脳ドック等）、一部の無料化（女性のがん検診）、ワンコイン検診）

検診車、会場までの送迎

胃内視鏡や低線量CT、エコー検査等選択肢を増やすことでの受診環境整備

インセンティブの付与（商品券、地域のポイント）

はがき、電話、訪問

AIを活用した対象者の抽出

関係課との連携（国保等）

協会けんぽとの連携（協会けんぽが発送している特定健診受診券に被扶養者向けのがん検診チラシを同封）

事業所との連携（健診（検診）に関する実態把握、事業所健診時の個別指導、事業所と連携したがん検診

受診体制の整備、事業所での健康教育）

ナッジ理論を踏まえた郵送物の内容の工夫

検診・健診の受診率向上

：特定の層へのアプローチ
若年世代、働き盛り世代・子育て世代、女性・妊産婦等に着目した健診環境の見直しや受診勧奨

特定保健指導：対象者の抽出の工夫 健診結果やレセプト、KDBの活用（受診歴や服薬の確認等）

特定保健指導：対象者の拡大
委託による体制強化（国保等の特定保健指導を医師会及び業者に委託し、これまで受けていなかった者にも特

定保健指導を実施できる体制とした）

高血圧予防：減塩 実態・対象者把握（特定健診時に尿検査による推定食塩摂取量検査）

（3）糖尿病

対象者の抽出の工夫 KDBの活用（ハイリスク者の抽出）

個別支援 -

体制強化 医師会との連絡票を作成、CKD認定医育成

（4）ＣＯＰＤ

受診勧奨・啓発 対象者を抽出しはがきを送付（国保特定健診受診者で喫煙歴がある者）

COPD検診 COPD検診を開始

検診・健診の受診率向上

：受診しやすい検診（健診）環境

検診・健診の受診率向上

：個別の受診勧奨（コール・リコール）

領域 内容 説明

（1）こころの健康

中高生へのアプローチ SOSの出し方（教師側の受け止め方）に関する講座

ゲートキーパー養成 -

相談窓口の周知 -

（2）次世代の健康

各分野の教室・講演 食育、肥満防止、生活リズム（早寝・早起き）、こころの健康、未成年飲酒防止、未成年喫煙防止、歯科

親子へのアプローチ スポーツイベント、クッキングイベント

（3）高齢者の健康

生きがい・通いの場づくり -

フレイル予防 普及啓発、フレイル予防教室、体操やウォーキング

オーラルフレイル予防 健診実施

認知症 認知症簡易チェック、認知症サポーター養成、認知症サポート医の増加
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ち・体制づくりが特に力を入れて実施した取組として挙げられていた。 

 

表 22：「健康を支え、守るための社会環境の整備」に関する主な取組（都道府県・市区町村）

（再掲） 

 

 

 

「生活習慣及び社会環境の改善に関する目標」に関連して、各分野に対して教室・講座・講演の実

施等の普及・啓発、当事者への支援の実施等が特に力を入れて実施した取組として挙げられていた。 

 

表 23：「生活習慣及び社会環境の改善に関する目標」に関する主な取組（都道府県・市区町

村）（再掲） 

 

 

健康日本21（第二次）の目標項目以外に、「働き盛り世代・職域への取組」「庁内で連携した取

組」「大学と連携した取組」等が特に力を入れて実施した取組として挙げられていた。 

 

表 24：健康日本 21（第二次）の目標項目以外に関連した取組（都道府県・市区町村）（再

掲） 

領域 内容 説明

健康を支え、守るための社会環境の整備

事業所・企業との連携
健康的な食事の提供、受動喫煙防止等の呼びかけ、連携したイベント、健康ポイント事業の実施、健康経営認

定制度

まちづくり
健康・スポーツのまち宣言、歩きやすい・運動しやすい環境づくり、庁内連携のための会議体の組成、モデル地区を

選定しての実態把握

領域 内容 説明

（1）栄養・食生活

中高生への教室 食育教室（カロリーバランス、ベジファースト）

飲食店等企業との協働 健康的な商品のアピールや開発、地産地消の推進

健康的なレシピの普及 野菜レシピ、減塩レシピ、朝食レシピ等の配布、コンテスト

市民運動・スローガンによる広報 -

（2）身体活動・運動

ウォーキングの推進 ウォーキングマップ、ウォーキングイベント、活動量計の配布

ポイント・インセンティブ 歩数や活動量に応じたインセンティブ（商品券等）、スマホアプリの活用、セルフモニタリングの推奨

体操の周知 ご当地体操の作成と周知

骨粗鬆症対策 教室や口座の開催等普及啓発、骨量測定、受診勧奨

市民運動・スローガンによる広報 -

（3）休養

睡眠に関する普及啓発 事業所での健康教育

産前産後～育児のメンタルヘルス対策 切れ目のない支援を実施する拠点の設置

（4）飲酒

未成年者飲酒防止 中高生への啓発教室

依存症患者への支援 自助グループ、家族会

（5）喫煙

未成年者喫煙防止 中高生への啓発教室

受動喫煙防止 喫煙防止区域の設定、店舗への啓発や禁煙に協力する店舗の認定、屋外分煙施設設置、条例の制定

禁煙相談・禁煙教室 相談窓口や教室の実施、禁煙外来への女性、妊産婦や親に向けた啓発

（6）歯・口腔の健康

歯周疾患検診の受診率向上
対象年齢拡大（若年者、妊産婦）、クーポン・一部の無料化（20歳）特定健診実施との連携（同時に実

施、特定健診受診者にクーポンの送付）

子どもへのアプローチ 幼児の歯科検診、幼稚園や小学校でのフッ化物洗口、フッ素塗布、ブラッシング指導

歯科に関する知識の普及啓発 8020運動、歯周病と健康、フロスの普及
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今後重点的に取り組みたい領域（最大 5項目まで選択）について、糖尿病と回答した割合が

58.0％と最も大きく、次いで循環器疾患が 55.2％、栄養・食生活が 45.1％であった。 

 

図 33：今後重点的に取り組みたい領域（最大 5 項目まで選択）（市区町村） 

 

23.0

39.6
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45.1

30.6

3.3

3.6

9.4
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健康寿命の延伸と健康格差の縮小の実現

健康寿命の延伸と健康格差の縮小の実現

主要な生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底

（1）がん

（2）循環器疾患

（3）糖尿病

（4）ＣＯＰＤ

社会生活を営むために必要な機能の維持・向上

（1）こころの健康

（2）次世代の健康

（3）高齢者の健康

健康を支え、守るための社会環境の整備

健康を支え、守るための社会環境の整備

生活習慣及び社会環境の改善に関する目標

（1）栄養・食生活

（2）身体活動・運動

（3）休養

（4）飲酒

（5）喫煙

（6）歯・口腔の健康

(％)N=1,289
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健康増進の取組を進めるに当たっての課題・改善点として、「分野横断的な取組・連携」「若い世代・

働き盛り世代に向けた取組」「無関心層への取組・社会環境の整備」「マンパワー・予算の確保」「適切

な指標の設定」「適切な評価の実施」「地域の力向上（高齢化、少子化）」等が主な内容として市区

町村から挙げられた。 

 

表 25：健康増進の取組を進めるに当たっての課題・改善点（市区町村） 

 

 

次期健康増進計画策定に当たって国に求める支援として、「データ提供の内容や仕組みの改善」「取

組のエビデンス・事例の提供」「技術的支援・助言」「指標の考え方の共有」「財政的支援」が主な内容

として都道府県から挙げられた。 
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表 26：次期健康増進計画策定に当たって国に求める支援（市区町村） 

 

 

健康づくり運動計画はどのように役立ったかについて、「関係者の意識が向上した」「進捗を管理・評価

するようになった」「事業の計画の検討に役立った」等の意見が市区町村から挙げられた。 

 

表 27：健康づくり運動計画はどのように役立ったか（市区町村） 
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今後の健康づくり運動計画はどうあるべきかについて、「無関心層を含め、だれもが自然に健康になれ

る環境づくりを重視する」「科学的根拠に則った計画」「他分野と連携しやすくなる計画」「時代の変化に

柔軟に対応した計画」等の意見が市区町村から挙げられた。 

 

表 28：今後の健康づくり運動計画はどうあるべきか（市区町村） 
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３ 団体調査 

（１）健康増進施策の取組状況 

健康日本21（第二次）を推進する体制があると回答した割合は 78.4％であった。 

年度ごとに計画を立てて取組を行ったと回答した割合は 61.4％（前回60％）、取組の評価を行っ

たと回答した割合は 55.7％（前回 39％）であった。 

他の機関や団体との連携を図ったと回答した割合は 63.6％（前回 65％）、自分の団体のホーム

ページ等で取組を公表したと回答した割合は 53.4％（前回58％）であった。 

 

図 34：健康増進施策の取組の状況（団体） 

 
 

健康日本21（第二次）を推進する体制がないと回答した団体（19団体）のうち、今後健康づく

り運動の体制を整備する予定があると回答した割合は 10.5％であった。 

 

図 35：現在推進体制がない場合の、今後の整備予定（団体） 
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健康日本21（第二次）を推進する体制がある

年度ごとに計画を立てて取組を行った
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他の機関や団体との連携を図った

自分の団体のホームページ等で取組を公表した

該当 非該当 無回答 (％)N=88

10.5 89.5
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健康日本21（第二次）を推進する体制がない

が、今後健康づくり運動の体制を整備する予定

がある

該当 非該当 (％)N=19
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健康日本21（第二次）の推進に関する取組を実施する上で、国からの情報提供が役に立ったと

回答した割合は 65.9％であった。 

 

図 36：国からの情報提供の有用性（団体） 

 
 

目標項目ごとの取組状況について、充実したと回答した割合が高かったのは、健康寿命の延伸

（59.1％）、メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少（45.5％）、日常生活における歩

数の増加（40.9％）、運動習慣者の割合の増加（48.9％）であった。 

 

  

65.9 26.1 8.0

0 20 40 60 80 100

健康日本21（第二次）の推進に関する取組

を実施する上で、国からの情報提供が役に立っ

た

該当 非該当 無回答 (％)N=88
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図 37：取組を充実した目標項目（団体） 
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①健康寿命の延伸

②健康格差の縮小

主要な生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底

（1）がん

①75歳未満のがんの年齢調整死亡率の減少

②がん検診の受診率の向上

（2）循環器疾患

①脳血管疾患・虚血性心疾患の年齢調整死亡率の減少

②高血圧の改善

③脂質異常症の減少

④メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少

⑤特定健康診査・特定保健指導の実施率の向上

（3）糖尿病

①合併症の減少

②治療継続者の割合の増加

③血糖コントロール指標におけるコントロール不良者の割合の減少

④糖尿病有病者の増加の抑制

⑤メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少（再掲）

⑥特定健康診査・特定保健指導の実施率の向上（再掲）

（4）ＣＯＰＤ

①ＣＯＰＤの認知度の向上

（1）こころの健康

社会生活を営むために必要な機能の維持・向上

①自殺者の減少

②気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛を感じている者の割合の減少

③メンタルヘルスに関する措置を受けられる職場の割合の増加

④小児人口10 万人当たりの小児科医・児童精神科医師の割合の増加

（2）次世代の健康

①健康な生活習慣（栄養・食生活、運動）を有する子どもの割合の増加

②適正体重の子どもの増加

（3）高齢者の健康

①介護保険サービス利用者の増加の抑制

②認知機能低下ハイリスク高齢者の把握率の向上

③ロコモティブシンドロームを認知している国民の割合の増加

④低栄養傾向の高齢者の割合の増加の抑制

⑤足腰に痛みのある高齢者の割合の減少

⑥高齢者の社会参加の促進

健康を支え、守るための社会環境の整備

①地域のつながりの強化

②健康づくりを目的とした活動に主体的に関わっている国民の割合の増加

③健康づくりに関する活動に取り組み、自発的に情報発信を行う企業登録数の増加

④健康に関し身近で専門的な支援等が受けられる民間団体の活動拠点数の増加

⑤健康格差対策に取り組む自治体の増加

生活習慣及び社会環境の改善に関する目標

（1）栄養・食生活

①適正体重を維持している者の増加

②適切な量と質の食事をとる者の増加

③共食の増加

④食品中の食塩や脂肪の低減に取り組む食品企業及び飲食店の登録数の増加

⑤利用者に応じ食事の計画、栄養の評価・改善をする特定給食施設の割合の増加

（2）身体活動・運動

①日常生活における歩数の増加

②運動習慣者の割合の増加

③住民が運動しやすいまちづくり・環境整備に取り組む自治体数の増加

（3）休養

①睡眠による休養を十分とれていない者の割合の減少

②週労働時間60 時間以上の雇用者の割合の減少

（4）飲酒

①生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合の減少

②未成年者の飲酒をなくす

③妊娠中の飲酒をなくす

（5）喫煙

①成人の喫煙率の減少

②未成年者の喫煙をなくす

③妊娠中の喫煙をなくす

④受動喫煙の機会を有する者の割合の減少

（6）歯・口腔の健康

①口腔機能の維持・向上

②歯の喪失防止

③歯周病を有する者の割合の減少

④乳幼児・学齢期のう蝕のない者の増加

⑤過去１年間に歯科検診を受診した者の割合の増加

(％)N=88
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特に力を入れて実施した取組について、健康日本 21推進全国連絡協議会会員団体においては、

各団体の専門とする領域において、「普及啓発・活動拠点の設置」、「指導者等人材の育成」「エビデン

スの作成（調査研究・ガイドライン等作成）」が挙げられていた。 

 

表 29：特に力を入れて実施した取組（団体） 
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今後重点的に取り組みたい領域（最大 5項目まで選択）について、充実したと回答した割合が高

かったのは、健康寿命の延伸と健康格差の縮小の実現（47.7％）、身体活動・運動（47.7％）、

高齢者の健康（45.5％）であった。 

 

図 38：今後重点的に取り組みたい領域（最大 5 項目まで選択）（団体） 
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主要な生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底

（1）がん

（2）循環器疾患

（3）糖尿病

（4）ＣＯＰＤ

社会生活を営むために必要な機能の維持・向上

（1）こころの健康
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健康を支え、守るための社会環境の整備

健康を支え、守るための社会環境の整備

生活習慣及び社会環境の改善に関する目標

（1）栄養・食生活

（2）身体活動・運動

（3）休養

（4）飲酒
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(％)
N=88
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次期健康増進計画策定に当たって国に求める支援として、「連携支援」「財政的支援」「研究・データ

の分析・公表」「情報発信・広報」等が主な内容として団体から挙げられた。 

 

表 30：次期健康増進計画策定に当たって国に求める支援（団体） 

 

 

また、第二次計画期間において国から提供されて役立った情報としては、各種統計調査や公表され

る指針、取組事例の共有等が挙げられた。 

 

表 31：国から提供されて役立った情報 
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４ 指標の達成状況と推進に関する取組状況の比較 

目標項目ごとに、指標の達成状況と、都道府県及び市区町村、団体の推進に関する取組状況を整

理した。 

都道府県や市区町村が目標設定した割合の高さや、取組を充実したと回答した割合の高さは、必ず

しも健康日本21（第二次）最終評価における指標の達成状況の評価の高さとつながっていない。都

道府県や市区町村、団体の取組を推進するとともに、取組が健康増進に対するエビデンスに則ったもの

となるよう、明らかになったデータや事例を迅速に共有するとともに、エビデンスを構築するための研究や分

析を推進する必要がある。 
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表 32：指標の達成状況と推進に関する取組状況の比較 

 

  

割合（％）
団体

目標設定した
割合

目標設定した
市区町村のう
ち、取組を充
実した割合

目標設定した
割合

目標設定した
市区町村のう
ち、取組を充
実した割合

取組を充実し
た割合

健康寿命の延伸と健康格差の縮小の実現
①健康寿命の延伸 A 95.7 71.1 55.0 35.8 59.1
②健康格差の縮小 C 70.2 57.6 14.0 21.5 28.4
主要な生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底
（1）がん
①75歳未満のがんの年齢調整死亡率の減少 A 89.4 52.4 25.9 26.3 19.3

②がん検診の受診率の向上 B* 97.9 65.2 93.0 45.9 29.5

（2）循環器疾患
①脳血管疾患・虚血性心疾患の年齢調整死亡率の減少 A 100.0 59.6 33.8 37.4 25.0

②高血圧の改善 B* 83.0 51.3 51.4 45.2 35.2

③脂質異常症の減少 C 85.1 37.5 46.4 34.1 30.7
④メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少 D 97.9 54.3 65.8 39.0 45.5

⑤特定健康診査・特定保健指導の実施率の向上 B* 97.9 67.4 85.7 56.8 35.2

（3）糖尿病
①合併症の減少 C 93.6 81.8 33.7 52.0 23.9
②治療継続者の割合の増加 C 61.7 69.0 23.0 48.3 19.3
③血糖コントロール指標におけるコントロール不良者の割合の減少 A 70.2 72.7 38.8 54.8 26.1
④糖尿病有病者の増加の抑制 E 74.5 65.7 42.4 48.4 36.4
⑤メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少（再掲） D 97.9 54.3 65.8 39.0 45.5

⑥特定健康診査・特定保健指導の実施率の向上（再掲） B* 97.9 67.4 85.7 56.8 35.2

（4）ＣＯＰＤ
①ＣＯＰＤの認知度の向上 C 78.7 37.8 35.1 19.2 15.9
社会生活を営むために必要な機能の維持・向上
（1）こころの健康
①自殺者の減少 B 91.5 62.8 62.9 47.3 11.4
②気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛を感じている者の割合の減少 C 59.6 53.6 18.9 30.3 13.6

③メンタルヘルスに関する措置を受けられる職場の割合の増加 B* 42.6 40.0 3.3 28.6 13.6

④小児人口10 万人当たりの小児科医・児童精神科医師の割合の増加 A 23.4 45.5 0.4 20.0 1.1
（2）次世代の健康

①健康な生活習慣（栄養・食生活、運動）を有する子どもの割合の増加 B* 78.7 45.9 50.9 26.2 36.4

②適正体重の子どもの増加 D 78.7 45.9 51.2 21.5 17.0
（3）高齢者の健康

①介護保険サービス利用者の増加の抑制 B* 38.3 61.1 19.2 37.9 21.6

②認知機能低下ハイリスク高齢者の把握率の向上 A 21.3 40.0 6.7 34.5 10.2
③ロコモティブシンドロームを認知している国民の割合の増加 C 68.1 43.8 28.1 32.9 27.3
④低栄養傾向の高齢者の割合の増加の抑制 A 78.7 54.1 28.9 45.0 23.9

⑤足腰に痛みのある高齢者の割合の減少 B* 34.0 50.0 6.7 42.5 22.7

⑥高齢者の社会参加の促進 E 53.2 60.0 25.3 43.3 19.3
健康を支え、守るための社会環境の整備
①地域のつながりの強化 C 42.6 35.0 23.6 31.6 21.6
②健康づくりを目的とした活動に主体的に関わっている国民の割合の増加 E 66.0 58.1 23.3 39.3 33.0
③健康づくりに関する活動に取り組み、自発的に情報発信を行う企業登録数の増加 B 63.8 53.3 5.0 46.9 14.8
④健康に関し身近で専門的な支援等が受けられる民間団体の活動拠点数の増加 E 31.9 33.3 2.6 15.2 17.0
⑤健康格差対策に取り組む自治体の増加 B 34.0 18.8 0.9 16.7 6.8
生活習慣及び社会環境の改善に関する目標
（1）栄養・食生活
①適正体重を維持している者の増加 C 95.7 42.2 71.9 28.6 35.2
②適切な量と質の食事をとる者の増加 C 100.0 68.1 65.4 40.3 37.5
③共食の増加 E 44.7 33.3 30.2 20.6 14.8

④食品中の食塩や脂肪の低減に取り組む食品企業及び飲食店の登録数の増加 B* 76.6 50.0 6.7 36.0 6.8

⑤利用者に応じ食事の計画、栄養の評価・改善をする特定給食施設の割合の増加 B* 59.6 35.7 1.6 19.0 5.7

（2）身体活動・運動
①日常生活における歩数の増加 C 95.7 75.6 35.6 40.5 40.9
②運動習慣者の割合の増加 C 100.0 68.1 90.5 39.6 48.9

③住民が運動しやすいまちづくり・環境整備に取り組む自治体数の増加 B* 38.3 55.6 5.5 38.0 12.5

（3）休養
①睡眠による休養を十分とれていない者の割合の減少 D 97.9 34.8 78.0 14.7 22.7

②週労働時間60 時間以上の雇用者の割合の減少 B* 40.4 42.1 2.3 13.3 6.8

（4）飲酒
①生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合の減少 D 97.9 32.6 73.6 13.1 26.1
②未成年者の飲酒をなくす B 66.0 32.3 30.1 15.2 9.1
③妊娠中の飲酒をなくす B 63.8 33.3 45.6 20.6 6.8
（5）喫煙

①成人の喫煙率の減少 B* 97.9 63.0 84.8 23.7 31.8

②未成年者の喫煙をなくす B 80.9 50.0 33.4 21.6 17.0

③妊娠中の喫煙をなくす B* 72.3 41.2 60.0 26.7 15.9

④受動喫煙の機会を有する者の割合の減少 B* 89.4 83.3 36.4 45.4 33.0

（6）歯・口腔の健康
①口腔機能の維持・向上 （評価中） 72.3 58.8 21.0 35.4 19.3
②歯の喪失防止 （評価中） 97.9 52.2 47.9 39.0 18.2
③歯周病を有する者の割合の減少 （評価中） 85.1 55.0 30.1 37.9 15.9
④乳幼児・学齢期のう蝕のない者の増加 （評価中） 97.9 63.0 71.0 34.3 11.4
⑤過去１年間に歯科検診を受診した者の割合の増加 （評価中） 93.6 45.5 61.4 39.7 15.9

都道府県

指標の達成
状況

市区町村
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５ 結果のまとめ 

（１）健康増進の体制構築の推進 

 健康日本21（第二次）最終評価において、都道府県と市区町村における健康増進計画の

策定率は健康日本 21 の最終評価時点と比べてほぼ変わらない。 

 計画の評価の進捗1及び健康増進施策の推進体制の構築2については、健康日本 21 の最終

評価時点と比べて推進された。 

 今後、引き続き計画の策定・評価の実施を推進する観点では、人員が限られる市区町村であっ

ても十分に計画策定や評価を実施することができるよう、技術的な支援を充実するとともに、次

期計画策定時点において、市区町村レベルでの標準的な指標の提示を検討する余地がある。 

 より市区町村の実情にあった質の高い計画の策定を推進する観点では、既存の調査における市

区町村単位で使用可能な関連データの整備、特定健診のうち国民健康保険分以外のデータと

の連携等、市区町村が個別に検討・活用できるデータの充実が求められている。 

 

（２）健康格差への対策・「誰一人取り残さない」環境づくり 

 厚生労働省の調査によると、全ての都道府県が管内市区町村の健康に関する指標や生活習

慣の状況の格差の実態を把握していると回答した3。また、本アンケート調査において市区町村

内の地域間の健康状態や生活習慣の状況の差を把握している市区町村は 51.9％であった。

また、所得や教育、職業等の社会経済的要因による健康格差を把握している都道府県は

12.8％、市区町村では 13.7％であった。 

 都道府県の健康増進計画において、「健康格差の縮小」を目標とした都道府県が 70.2％ある

ものの、「健康格差対策に取り組む自治体の増加」を目標としているのは 38.3％、そのうち取組

を充実した都道府県は 18.8％であった。 

 一方で、今後の健康づくり運動計画のあるべき姿について、無関心層を含め誰もが自然に健康

になれる環境づくりを重視する意見が、都道府県、市区町村から挙げられた。 

 今後、「誰一人取り残さない」環境づくりを推進するには、医療部門、介護保険部門、福祉部

門だけでなく、まちづくり部門や経済・産業部門、スポーツ部門、教育部門等、国民の生活環境

に関連する他の部門と幅広く連携することが必要である。そのため、都道府県や市区町村、関連

団体が、他の関係者と協働しやすくなるような働きかけが求められている。 

  

                                            
1 「健康増進計画の評価を行う体制がある」「これまでに中間評価等の評価を行った」 

2 「庁内に部局横断的に組織体制がある」「関係団体、民間企業、住民組織が参加した協議会・連

絡会等の体制がある」 

3 「健康日本21（第二次）の目標項目設定に係る自治体の取組状況」調査（厚生労働省健康

局健康課） 
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（３）若年層・働き盛り世代を含めた全世代の健康増進 

 健康増進計画の策定・評価に特定健診データ（国保分以外）を用いている都道府県は

87.2％である一方、市区町村は 15.6％であった。また、在勤者に対する施策を行っている都

道府県は 91.5％、市区町村は 41.3％であった。 

 経済・産業部門と連携して施策を行った都道府県は 51.1％、市区町村は 22.7％であった。

また、まちづくり部門と連携して施策を行った都道府県は 31.9％、市区町村は 26.7％であっ

た。 

 健康増進の取組を進めるに当たっての課題・改善点や、今後の健康づくり運動計画のあるべき

姿について、働き盛り世代に向けた取組を充実すべきとの意見が挙げられた。 

 今後、働き盛り世代に向けて取り組むにあたり、他部門との連携や、保険者間連携によるデータ

活用等を推進する必要がある。 

 

（４）取り組みやすい目標指標の設定 

 領域や目標項目の間で、充実された割合の差が開いた。例えば、糖尿病、喫煙等、多くの都道

府県で充実された領域があった一方で、COPD、休養、飲酒等、充実した都道府県が 5割に

満たない領域もあった4。 

 領域や目標項目間で差が生まれた理由の 1 つとして、目標指標の評価が難しいことや、都道府

県や市区町村の健康部門単独で取り組みにくいこと等が考えられる。 

 今後、全ての領域において取組を促進していくためには、次期計画の策定時点で、都道府県・

市区町村・関連団体や国民の理解しやすさ、取り組みやすさといった観点も考慮して目標指標

を設定するよう留意すべきである。 

 

                                            
4 「領域ごとの取組状況」より 


